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◇市が行う申告受け付けの場所・月日・時間

※事業所得などの確定申告は受け付けしません。
※住宅ローン控除が、税源移譲に伴う所得税の減少により、所得税から控除しきれなかった方を対
　象とする市・道民税の住宅ローン控除の申告は、１月から受け付けしています（詳しくは１月号
　をご覧いただくか、お問い合わせください）。

時　　　間月　　　日場　　　所

９時～１１時３０分 
１３時～１６時３０分

２月１８日（月）～３月１７日（月）
（土・日曜日を除く）市 役 所 ３ 階 第 １ 会 議 室

３月２日(日)・９日(日)市 役 所 １ 階 ６ 番 窓 口

２月２８日(木)・２９日(金)・３月７日(金)鷲 別 公 民 館

３月３日(月)・４日(火)婦 人 セ ン タ ー

３月６日(木)登別温泉ふれあいセンター

◇損害保険料控除の廃止と地震保険料控除の創設
　地震保険への加入を促進するため、地震保険料控除が創設されました。この控除は、平成
１９年分所得税と平成２０年度市・道民税から適用されます。
　これにより、短期損害保険料控除は廃止になりましたが、一定の長期損害保険契約に係る
損害保険料については、従来の損害保険料控除を適用する経過措置が設けられました。
※一定の長期損害保険契約とは、次の要件を満たすものです。
①平成１８年１２月３１日までに締結した契約（保険期間の始期が平成１９年１月１日以後のものを
　除く）
②保険期間が１０年以上で満期返戻金のあるもの
③平成１９年１月１日以後にその損害保険契約の変更をしていないもの

※所得税の還付申告は、１月から室蘭税務署と市役所３階第１会議室で受け付けしています。

地震保険料控除の金額

市・道民税（平成２０年度から）所得税（平成１９年分から）区　　　分

支払保険料×１/２
（上限２５,０００円）

支払保険料の全額 
（上限５０,０００円）１．地震保険料控除

従来の長期損害保険料の計算どおり
（上限１０,０００円）

従来の長期損害保険料の計算どおり
（上限１５,０００円）

２．旧長期損害保険料控除 
　　（経過措置）

上記１と２の合計額 
（上限２５,０００円）

上記１と２の合計額 
（上限５０,０００円）

３．上記１と２の両方の控
　　除がある場合

問い合わせ

税務グループ

（�○８５ 1155）

◇e- Tax （国税電子申告・納税システム）をご利用ください
タックス

・ｅ－Ｔａｘは、国税の申告や納税をインターネットで行うシステムです。
・ｅ－Ｔａｘから所得税の確定申告を行い、本人の電子署名と電子証明書を併
　せて送信した場合、所得税額から　５，０００　円（その年分の所得税額を限度）の
　控除（平成１９年分か平成２０年分のいずれか１回）を受けることができます。
・また、給与所得や年金所得の源泉徴収票、医療費の領収証などの添付が不要
　になります（書類内容の確認のため、３年間保管してください）。
・詳しくは、国税庁ホームページ（http://www.e-tax.nta.go.jp）をご覧いた
　だくか、室蘭税務署（�○２２ ４１５１）にお問い合わせください。


